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神戸製鉄所火力発電所（仮称）設置計画に係る計画段階環境配慮書に関する 

環境の保全の見地からの意見について 

 

 

環境影響評価法第３条の７第１項及び発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段

階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査，予測及び評価の手法に関する

指針，環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査，予測及び評価を合理的に行うため

の手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

（平成１０年６月１２日 通商産業省令第５４号）第１４条第１項の規定により平成２６

年１２月１５日付けで送付のあった標記の計画段階環境配慮書に係る意見照会について，

環境の保全の見地からの意見を別紙のとおり回答する。 

 なお，本市以外からの意見についても，適切に対応されたい。  



（別紙） 

 

全体に係ること 

（１）事業計画の決定にあたっては，新たに火力発電所を設置する理由や発電方法・発電

出力等の検討経過を，環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）に記載するとと

もに，住民等関係者へ十分に説明するよう努めること。 

（２）環境影響評価の実施にあたっては，各環境要素に対する影響について改めて検討し，

環境影響評価項目を選定するとともに，既設製鉄所の縮小による負荷量の増減等の事業

実施想定区域全体からの環境影響についても考慮し，適切な調査・予測及び評価の実施

及び具体的な環境保全措置の検討を行うこと。 

（３）計画段階配慮事項に係る総合評価において，煙突高さの複数案を検討した上で既設

発電所の煙突と同じ高さである１５０ｍが適切であるとしているが，その検討過程や決

定理由について，客観的に分かるよう方法書以降の図書に記載すること。 

（４）災害対策について，災害時における環境影響を最小にとどめるよう対策を検討する

とともに，その検討内容を方法書以降の図書に記載すること。 

 

大気に係ること 

（１）重金属類や硫黄酸化物等を含む排出ガスによる影響の最小化を図るため，採用可能

な最新鋭のばい煙処理施設を導入すること。 

（２）煙突高及び形状による影響の比較を行い，最大着地点における濃度予測のみならず，

関係地方公共団体における濃度予測を明らかにし，方法書以降の図書に記載すること。 

（３）本市に設置している大気汚染常時監視測定局においては，微小粒子状物質が環境基

準を超過していることから，大気中の微小粒子状物質への影響について，環境影響評価

の実施について検討すること。 

（４）優先取組物質に指定されている水銀等の有害大気汚染物質については，排出状況の

把握及び排出抑制等を検討し，その検討結果を方法書以降の図書に記載すること。 

 

水質に係ること 

（１）一般排水及び温排水について，環境影響を低減するよう検討を行い，その検討過程

及びその検討結果を方法書以降の図書に記載すること。また，人と自然との触れ合いの

活動の場となっている芦屋川河口付近及び芦屋浜の生態系への温排水の影響について，

環境影響評価を実施すること。 

 

温室効果ガスに係ること 

（１）施設の供用に伴う二酸化炭素総排出量が増加しないよう，事業計画の決定にあたり

最良の発電技術を導入すること。 



（２）施設の供用に伴う二酸化炭素の排出について，発電電力量あたりの二酸化炭素排出

量及び二酸化炭素総排出量を明らかにすること。 

（３）施設の供用に伴う二酸化炭素の排出について，国の目標・計画と整合を図り，その

目標達成のための内容及び手段を方法書以降の図書に記載すること。 

（４）二酸化炭素総排出量をより低減するため，地域での具体的な削減対策も検討するこ

と。 

 

以 上 


